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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の絶縁層の上方に、第１の酸化物半導体層を有し、
　前記第１の酸化物半導体層の上方に、第２の酸化物半導体層を有し、
　前記第２の酸化物半導体層の上方に、第２の絶縁層を有し、
　前記第２の絶縁層の上方に、導電層を有し、
　前記第１の酸化物半導体層のバンドギャップの値は、前記第２の酸化物半導体層のバン
ドギャップの値よりも小さく、
　前記第１の酸化物半導体層は、トランジスタのチャネル形成領域を有し、
　前記第２の絶縁層は、前記トランジスタのゲート絶縁層となる機能を有し、
　前記導電層は、前記トランジスタのゲート電極となる機能を有し、
　前記第１の酸化物半導体層は、結晶性を有し、表面の法線ベクトルに沿うようにｃ軸が
配向した領域を有する半導体装置の作製方法であって、
　前記第１の酸化物半導体層の結晶性は、ＩｎとＧａとＺｎとを有する金属酸化物のター
ゲットを用いて、スパッタ法によって４５０℃以下で成膜することにより得られることを
特徴とする半導体装置の作製方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、酸化物半導体素子及び半導体装置に関する。
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【背景技術】
【０００２】
シリコンを半導体層として用いたトランジスタなどの半導体素子（以下、シリコン半導体
素子と略記する）は、様々な半導体装置に用いられており、半導体装置を作製する上で必
要不可欠な技術となっている。また、大型の半導体装置を作製するためには、基板として
ガラスなどの大版化に適した材料を用い、半導体層として大面積への形成が可能な薄膜シ
リコンを用いる方法が広く採用されている。
【０００３】
このような薄膜シリコンを用いた半導体素子では、基板の耐熱温度以下で半導体層を形成
する必要があるため、比較的低温で形成することのできるアモルファスシリコンやポリシ
リコンが広く用いられている。
【０００４】
アモルファスシリコンは大面積への成膜が可能であり、比較的安価に且つ簡単な加工で、
均一な素子特性を有する半導体素子を形成できるといった長所を有するため、太陽電池な
どの大面積が必要な半導体装置にて広く用いられている。反面、非晶質構造であるが故に
結晶粒界で電子が散乱されるため、電子の移動度が低いという短所を有している。
【０００５】
この短所を補うため、アモルファスシリコンにレーザ等を照射して局所的に溶解、再結晶
化することで結晶化を行う、触媒元素を用いることで結晶化を行う、といった処理を施し
て移動度を向上させたものがポリシリコンであり、面積及びキャリア移動度を両立する必
要がある液晶ディスプレイなどの半導体装置にて広く用いられている。
【０００６】
これに加え近年では、ポリシリコンの長所である高移動度と、アモルファスシリコンの長
所である均一素子特性とを兼ね備えた新たな半導体層材料として、半導体特性を示す金属
酸化物である酸化物半導体が注目されている。
【０００７】
酸化物半導体を半導体層に用いたトランジスタなどの半導体素子（以下、酸化物半導体素
子と略記する）としては、例えば特許文献１及び特許文献２のように、酸化錫、酸化イン
ジウム、酸化亜鉛などを用いた薄膜型のトランジスタが提案されている。
【０００８】
このように、様々な長所を有する酸化物半導体素子ではあるが、一方で、光照射により閾
値電圧に変化が生じるという現象が起こるため、信頼性に問題があるといえる。この原因
として最近では、酸化物半導体層中の酸素欠損や水素が、光照射による閾値電圧変化に影
響を及ぼしている事が議論されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２００７－１２３８６１号公報
【特許文献２】特開２００７－９６０５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
上述の問題を解決する方法の一つとして、酸化物半導体層を加熱して結晶化させる方法が
ある。結晶化した酸化物半導体層は非晶質の酸化物半導体層と比較して、金属と酸素の結
合が秩序化しており、金属原子における酸素原子の配位数はほぼ一定となる。このため、
微視的な酸素の欠損が抑制できる。また、結晶化のために行う加熱処理により酸化物半導
体中から水素が脱離し、膜中水素濃度を低減できる。したがって、光照射による閾値電圧
変化を減少させる効果がある。
【００１１】
しかし、結晶化した酸化物半導体層は、膜表面に多くの未結合手が存在する。この、多く
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の未結合手が存在する膜表面を含む領域にチャネル領域が形成された場合、未結合手によ
るキャリアトラップなどに起因した移動度の低下が生じる。
【００１２】
しかし、一方で、酸化物半導体素子には、今後更に高い移動度が求められることは明らか
である。
【００１３】
本発明は、このような技術的背景のもとでなされたものである。したがって、本発明は、
半導体層に結晶性を有する酸化物半導体を用いた、光照射により閾値電圧に変化が生じる
ことがなく、且つ移動度の高い酸化物半導体素子を提供することを課題の一とする。
【００１４】
また、上述の酸化物半導体素子を少なくとも一部に用いて作製した、動作速度の速い半導
体装置を提供することを課題の一とする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
上記課題を解決するためには、チャネル領域が形成される領域における未結合手を減少さ
せる必要がある。そこで、本発明では、結晶性を有する酸化物半導体膜を積層させること
によりお互いの未結合手を結合させ、積層界面での未結合手を減少させた。さらに、未結
合手を減少させた界面を含む領域にチャネル領域が形成されるように、積層させる酸化物
半導体膜のバンドギャップ値に差を持たせた。具体的には、第１の酸化物半導体膜及び、
第１の酸化物半導体膜に接して第１の酸化物半導体膜よりバンドギャップが大きい第２の
酸化物半導体膜の積層構造を有する層を酸化物半導体層として用いた。
【００１６】
また、上述のように、第１の酸化物半導体膜と第１の酸化物半導体膜よりバンドギャップ
が大きい第２の酸化物半導体膜を接して形成することにより、チャネル領域は、第２の酸
化物半導体膜と接する第１の酸化物半導体膜の界面近傍（つまり、バンドギャップが小さ
い酸化物半導体膜の界面近傍）に形成される。
【００１７】
したがって、第２の酸化物半導体膜と接する第１の酸化物半導体膜の界面近傍に形成され
るチャネル領域では、未結合手による電子トラップなどに起因した移動度の低下を低減で
きる。したがって、光照射により閾値電圧に変化が生じることがなく、且つ移動度の高い
酸化物半導体素子を提供できる。
【００１８】
また、上記の特徴を有する酸化物半導体素子を少なくとも一部に用いて半導体装置を作製
することにより、動作速度の速い半導体装置を提供できる。
【００１９】
すなわち、本発明の一態様は、絶縁表面上に形成された酸化物半導体層と、酸化物半導体
層上に形成されたゲート絶縁層と、ゲート絶縁層を介して酸化物半導体層と重畳する領域
に形成されたゲート電極と、酸化物半導体層と電気的に接続された一対のソース電極及び
ドレイン電極を有し、酸化物半導体層は第１の酸化物半導体膜及び第２の酸化物半導体膜
の積層構造を有し、第１の酸化物半導体膜及び前記第２の酸化物半導体膜は結晶性を有し
、第２の酸化物半導体膜はソース電極とドレイン電極の間隙においてゲート絶縁層及び第
１の酸化物半導体膜に挟持され、ソース電極とドレイン電極の間隙がゲート電極と重畳し
、第１の酸化物半導体膜のバンドギャップ値が第２の酸化物半導体膜のバンドギャップ値
より小さいことを特徴とする酸化物半導体素子である。
【００２０】
上記本発明の一態様によれば、第２の酸化物半導体膜と接する第１の酸化物半導体膜の界
面近傍の未結合手の少ない領域にチャネル領域が形成される。このため、光照射により閾
値電圧に変化が生じることがなく、且つ移動度の高い酸化物半導体素子を提供できる。
【００２１】
また、本発明の一態様は、絶縁表面上に形成されたゲート電極と、ゲート電極上に形成さ
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れたゲート絶縁層と、ゲート絶縁層上に形成された酸化物半導体層と、酸化物半導体層と
電気的に接続された一対のソース電極及びドレイン電極を有し、酸化物半導体層は第１の
酸化物半導体膜及び第２の酸化物半導体膜の積層構造を有し、第１の酸化物半導体膜及び
第２の酸化物半導体膜は結晶性を有し、第２の酸化物半導体膜はソース電極とドレイン電
極の間隙においてゲート絶縁層及び第１の酸化物半導体膜に挟持され、ソース電極とドレ
イン電極の間隙がゲート電極と重畳し、第１の酸化物半導体膜のバンドギャップ値が第２
の酸化物半導体膜のバンドギャップ値より小さいことを特徴とする酸化物半導体素子であ
る。
【００２２】
上記本発明の一態様によれば、第２の酸化物半導体膜と接する第１の酸化物半導体膜の界
面近傍の未結合手の少ない領域にチャネル領域が形成される。このため、光照射により閾
値電圧に変化が生じることがなく、且つ移動度の高い酸化物半導体素子を提供できる。
【００２３】
また、本発明の一態様は、絶縁表面に一方の面を接して形成された酸化物半導体層と、前
記酸化物半導体層の側面に接し、前記絶縁表面に一方の面を接して形成された一対の低抵
抗領域と、酸化物半導体層の他方の面及び一対の低抵抗領域の他方の面に接して形成され
たゲート絶縁層と、ゲート絶縁層を介して酸化物半導体層と重畳する領域に形成されたゲ
ート電極と、一対の低抵抗領域と電気的に接続された一対のソース電極及びドレイン電極
を有し、酸化物半導体層の他方の面と一対の低抵抗領域の他方の面は同一平面であり、酸
化物半導体層は第１の酸化物半導体膜及び第２の酸化物半導体膜の積層構造を有し、第１
の酸化物半導体膜及び第２の酸化物半導体膜は結晶性を有し、第２の酸化物半導体膜はゲ
ート絶縁層及び第１の酸化物半導体膜に挟持され、第１の酸化物半導体膜のバンドギャッ
プ値は第２の酸化物半導体膜のバンドギャップ値より小さく、低抵抗領域の抵抗率が１×
１０－４Ω・ｃｍ以上３Ω・ｃｍ以下であることを特徴とする酸化物半導体素子である。
【００２４】
上記本発明の一態様によれば、第２の酸化物半導体膜と接する第１の酸化物半導体膜の界
面近傍の未結合手の少ない領域にチャネル領域が形成される。このため、光照射により閾
値電圧に変化が生じることがなく、且つ移動度の高い酸化物半導体素子を提供できる。
【００２５】
更に、ソース電極及びドレイン電極が低抵抗領域に接しており、ソース電極－チャネル領
域間及びドレイン電極－チャネル領域間に電流は、酸化物半導体層と比較して抵抗値の低
い低抵抗領域を流れるため、ＯＮ電流値の低下を抑制できる。したがって、ＯＮ／ＯＦＦ
比の高い酸化物半導体素子を提供できる。
【００２６】
また、本発明の一態様は、第２の酸化物半導体膜のバンドギャップ値が第１の酸化物半導
体膜のバンドギャップ値より０．２ｅＶ以上大きいことを特徴とする酸化物半導体素子で
ある。
【００２７】
上記本発明の一態様によれば、チャネル領域以外を流れるリーク電流を抑制できるため、
酸化物半導体素子の消費電力を抑制できる。
【００２８】
また、本発明の一態様は、前述の酸化物半導体素子を少なくとも一部に用いることを特徴
とする半導体装置である。
【００２９】
上記本発明の一態様によれば、動作速度の速い半導体装置を提供できる。
【００３０】
なお、本明細書等において、「Ａの上にＢが形成されている」、あるいは、「Ａ上にＢが
形成されている」、と明示的に記載する場合は、Ａの上にＢが直接接して形成されている
ことに限定されない。直接接してはいない場合、つまり、ＡとＢとの間に別の対象物が介
在する場合も含むものとする。ここで、Ａ、Ｂは、対象物（例えば装置、素子、回路、配
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線、電極、端子、膜、又は層など）であるとする。
【００３１】
したがって、例えば、層Ａの上又は層Ａ上に層Ｂが形成されていると明示的に記載されて
いる場合は、層Ａの上に直接接して層Ｂが形成されている場合と、層Ａの上に直接接して
別の層（例えば層Ｃや層Ｄなど）が形成されていて、その上に直接接して層Ｂが形成され
ている場合とを含むものとする。なお、別の層（例えば層Ｃや層Ｄなど）は、単層でもよ
いし、複層でもよい。
【００３２】
また、本明細書等において「第１」又は「第２」等の数詞の付く用語は、要素を区別する
ために便宜的に用いているものであり、数的に限定するものではなく、また配置及び段階
の順序を限定するものでもない。
【発明の効果】
【００３３】
本発明によれば、半導体層に結晶性を有する酸化物半導体を用いた、光照射により閾値電
圧に変化が生じることがなく、且つ移動度の高い酸化物半導体素子を提供できる。
【００３４】
また、本発明によれば、動作速度の速い半導体装置を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】実施の形態１に記載の酸化物半導体素子の構成を説明する図。
【図２】実施の形態１に記載の酸化物半導体素子の作製方法を説明する図。
【図３】実施の形態１に記載の酸化物半導体素子の作製方法を説明する図。
【図４】実施の形態２に記載の酸化物半導体層の作製方法を説明する図。
【図５】実施の形態３に記載の酸化物半導体層の作製方法を説明する図。
【図６】実施の形態４に記載の酸化物半導体素子の構成を説明する図。
【図７】実施の形態４に記載の酸化物半導体素子の作製方法を説明する図。
【図８】実施の形態５に記載の酸化物半導体素子の構成を説明する図。
【図９】実施の形態５に記載の酸化物半導体素子の作製方法を説明する図。
【図１０】実施の形態５に記載の酸化物半導体素子の作製方法を説明する図。
【図１１】実施の形態６に記載の半導体装置の形態例を説明する図。
【図１２】バンド図を説明する図。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
実施の形態について、図面を用いて詳細に説明する。但し、本発明は以下の説明に限定さ
れず、本発明の趣旨及びその範囲から逸脱することなくその形態及び詳細を様々に変更し
得ることは当業者であれば容易に理解される。従って、本発明は以下に示す実施の形態の
記載内容に限定して解釈されるものではない。なお、以下に説明する発明の構成において
、同一部分又は同様な機能を有する部分には同一の符号を異なる図面間で共通して用い、
その繰り返しの説明は省略する。
【００３７】
（実施の形態１）
本実施の形態では、開示する発明の一態様に係る酸化物半導体素子の作製方法について、
図１乃至図３を用いて説明する。
【００３８】
＜本実施の形態における酸化物半導体素子の作製方法＞
図１は、本実施の形態の方法にて作製された半導体装置の構成の一例である、トップゲー
ト構造のトランジスタ１２０の図であり、図１（Ａ）及び図１（Ｂ）はそれぞれトランジ
スタ１２０の上面図及び断面図である。なお、図１（Ａ）では、煩雑になることを避ける
ため、構成要素の一部（例えば、基板１００など）を省略している。本実施の形態では、
トランジスタ１２０はキャリアが電子であるｎチャネル型のトランジスタであるものとし
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て作製方法を説明するが、ｎチャネル型に限定されるものではない。
【００３９】
トランジスタ１２０の作製方法について図２および図３を用いて以下の文章にて説明する
。
【００４０】
まず、基板１００上に、絶縁層１０２を形成した後に、第１の酸化物半導体膜１０４を形
成する（図２（Ａ）参照）。
【００４１】
基板１００は、絶縁表面を有する基板であればよく、例えば、アルミノシリケートガラス
、アルミノホウケイ酸ガラス、バリウムホウケイ酸ガラス等の無アルカリガラス基板を用
いればよい。これらのガラス基板は大面積化に適しており、Ｇ１０サイズ（２８５０ｍｍ
×３０５０ｍｍ）やＧ１１サイズ（３０００ｍｍ×３３２０ｍｍ）なども作製されている
ため、本発明の一態様に係る半導体装置を低コストで大量生産することができる。他にも
、基板１００として、石英基板、サファイア基板等の絶縁体でなる絶縁性基板、シリコン
等の半導体材料でなる半導体基板の表面を絶縁材料で被覆したもの、金属やステンレス等
の導電体でなる導電性基板の表面を絶縁材料で被覆したものを用いることができる。
【００４２】
絶縁層１０２は基板１００からの不純物拡散を防止するものであり、ＣＶＤ法やスパッタ
法等を用いて、酸化珪素膜、窒化珪素膜、酸化窒化珪素膜、窒化酸化珪素膜、酸化アルミ
ニウム膜、酸化ハフニウム膜、酸化タンタル膜などを形成すればよい。なお、絶縁層１０
２は、単層構造、積層構造のどちらであってもよく、積層構造とする場合は、前述の膜を
組み合わせて形成すればよい。
【００４３】
なお、絶縁層１０２は、加熱により酸素の一部が脱離する酸化物絶縁膜を用いて形成する
ことが好ましい。加熱により酸素の一部が脱離する酸化物絶縁膜として、化学量論比を満
たす酸素よりも多くの酸素を含む酸化物絶縁膜を用いることが好ましい。該酸化物絶縁膜
と酸化物半導体膜とを接して設け、加熱処理を行うことで、該酸化物絶縁膜から酸化物半
導体膜へ酸素を拡散させることができる。絶縁層１０２から脱離した酸素を酸化物半導体
膜に拡散させることで、絶縁層１０２と第１の酸化物半導体膜１０４との界面準位を低減
することができる。この結果、トランジスタの動作などに起因して生じうる電荷などが、
上述の絶縁層１０２と第１の酸化物半導体膜１０４との界面に捕獲されることを抑制する
ことができる。これにより、トランジスタの電界効果移動度を向上させることができる。
また、しきい値電圧のバラツキや変動を抑制することができる。加熱により酸素の一部が
脱離する酸化物絶縁膜として、例えば、酸化シリコン、酸化窒化シリコン、窒化酸化シリ
コン、酸化ガリウム、酸化ハフニウム、酸化イットリウムなどが挙げられる。
【００４４】
ここで、「加熱により酸素の一部が脱離する酸化物絶縁膜」とは、ＴＤＳ（Ｔｈｅｒｍａ
ｌ　Ｄｅｓｏｒｐｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ：昇温脱離ガス分光法）分析にて
、酸素原子に換算しての酸素の放出量が１．０×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以上、好ま
しくは３．０×１０２０ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以上であるものをいう。
【００４５】
絶縁層１０２の厚さは特に限定されないが、例えば、１０ｎｍ以上５００ｎｍ以下とする
ことが好ましい。１０ｎｍより薄い膜厚では、成膜装置に起因した基板面内の膜厚分布に
より、絶縁層１０２が形成されない領域が発生する可能性がある。また、５００ｎｍより
厚い膜厚は、成膜時間や生産コストの観点から好ましくない。なお、絶縁層１０２を設け
ない構成とすることも可能である。
【００４６】
第１の酸化物半導体膜１０４は、単結晶、多結晶（ポリクリスタルともいう。）などの状
態をとる。
【００４７】
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好ましくは、第１の酸化物半導体膜１０４は、ＣＡＡＣ－ＯＳ（Ｃ　Ａｘｉｓ　Ａｌｉｇ
ｎｅｄ　Ｃｒｙｓｔａｌｌｉｎｅ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）膜とする
。
【００４８】
ＣＡＡＣ－ＯＳ膜は、完全な単結晶ではなく、完全な非晶質でもない。ＣＡＡＣ－ＯＳ膜
は、非晶質相に結晶部および非晶質部を有する結晶－非晶質混相構造の酸化物半導体膜で
ある。なお、当該結晶部は、一辺が１００ｎｍ未満の立方体内に収まる大きさであること
が多い。また、透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ：Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｅｌｅｃｔｒｏ
ｎ　Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ）による観察像では、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜に含まれる非晶質部と
結晶部との境界は明確ではない。また、ＴＥＭによってＣＡＡＣ－ＯＳ膜には粒界（グレ
インバウンダリーともいう。）は確認できない。そのため、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜は、粒界に
起因する電子移動度の低下が抑制される。
【００４９】
ＣＡＡＣ－ＯＳ膜に含まれる結晶部は、ｃ軸がＣＡＡＣ－ＯＳ膜の被形成面の法線ベクト
ルまたは表面の法線ベクトルに平行な方向に揃い、かつａｂ面に垂直な方向から見て三角
形状または六角形状の原子配列を有し、ｃ軸に垂直な方向から見て金属原子が層状または
金属原子と酸素原子とが層状に配列している。なお、異なる結晶部間で、それぞれａ軸お
よびｂ軸の向きが異なっていてもよい。本明細書において、単に垂直と記載する場合、８
５°以上９５°以下の範囲も含まれることとする。
【００５０】
なお、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜において、結晶部の分布が一様でなくてもよい。例えば、ＣＡＡ
Ｃ－ＯＳ膜の形成過程において、酸化物半導体膜の表面側から結晶成長させる場合、被形
成面の近傍に対し表面の近傍では結晶部の占める割合が高くなることがある。また、ＣＡ
ＡＣ－ＯＳ膜へ不純物を添加することにより、当該不純物添加領域において結晶部が非晶
質化することもある。
【００５１】
ＣＡＡＣ－ＯＳ膜に含まれる結晶部のｃ軸は、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜の被形成面の法線ベクト
ルまたは表面の法線ベクトルに平行な方向に揃うため、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜の形状（被形成
面の断面形状または表面の断面形状）によっては互いに異なる方向を向くことがある。な
お、成膜されたＣＡＡＣ－ＯＳ膜を加工した場合（例えば島状の半導体層を形成した場合
。）などにおいても、結晶部のｃ軸の方向は、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜が形成されたときの被形
成面の法線ベクトルまたは表面の法線ベクトルに平行な方向となる。結晶部は、成膜する
ことにより、または成膜後に加熱処理などの結晶化処理を行うことにより形成される。
【００５２】
ＣＡＡＣ－ＯＳ膜を用いたトランジスタは、可視光や紫外光の照射による電気特性の変動
を低減することが可能である。よって、当該トランジスタは、信頼性が高い。
【００５３】
第１の酸化物半導体膜１０４に用いる酸化物半導体としては、少なくともインジウム（Ｉ
ｎ）あるいは亜鉛（Ｚｎ）を含むことが好ましい。特にＩｎとＺｎを含むことが好ましい
。また、該酸化物半導体を用いたトランジスタの電気特性のばらつきを減らすためのスタ
ビライザーとして、それらに加えてガリウム（Ｇａ）を有することが好ましい。また、ス
タビライザーとしてスズ（Ｓｎ）を有することが好ましい。また、スタビライザーとして
ハフニウム（Ｈｆ）、ジルコニウム（Ｚｒ）、チタン（Ｔｉ）、スカンジウム（Ｓｃ）、
イットリウム（Ｙ）から選ばれた一種又は複数種が含まれていることが好ましい。また、
他のスタビライザーとして、ランタノイドである、ランタン（Ｌａ）、セリウム（Ｃｅ）
、プラセオジム（Ｐｒ）、ネオジム（Ｎｄ）、サマリウム（Ｓｍ）、ユウロピウム（Ｅｕ
）、ガドリニウム（Ｇｄ）、テルビウム（Ｔｂ）、ジスプロシウム（Ｄｙ）、ホルミウム
（Ｈｏ）、エルビウム（Ｅｒ）、ツリウム（Ｔｍ）、イッテルビウム（Ｙｂ）、ルテチウ
ム（Ｌｕ）のいずれか一種あるいは複数種を有してもよい。
【００５４】
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例えば、酸化物半導体として、酸化インジウム、酸化スズ、酸化亜鉛、二元系金属の酸化
物であるＩｎ－Ｚｎ系酸化物、Ｓｎ－Ｚｎ系酸化物、Ａｌ－Ｚｎ系酸化物、Ｚｎ－Ｍｇ系
酸化物、Ｓｎ－Ｍｇ系酸化物、Ｉｎ－Ｍｇ系酸化物、Ｉｎ－Ｇａ系酸化物、三元系金属の
酸化物であるＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物（ＩＧＺＯとも表記する）、Ｉｎ－Ａｌ－Ｚｎ系
酸化物、Ｉｎ－Ｓｎ－Ｚｎ系酸化物、Ｓｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物、Ａｌ－Ｇａ－Ｚｎ系酸
化物、Ｓｎ－Ａｌ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｈｆ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｚｒ－Ｚｎ系酸化
物、Ｉｎ－Ｔｉ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｓｃ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｙ－Ｚｎ系酸化物、
Ｉｎ－Ｌａ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｃｅ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｐｒ－Ｚｎ系酸化物、Ｉ
ｎ－Ｎｄ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｓｍ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｅｕ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ
－Ｇｄ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｔｂ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｄｙ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－
Ｈｏ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｅｒ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｔｍ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｙ
ｂ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｌｕ－Ｚｎ系酸化物、四元系金属の酸化物であるＩｎ－Ｓｎ－
Ｇａ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｈｆ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ａｌ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化
物、Ｉｎ－Ｓｎ－Ａｌ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｓｎ－Ｈｆ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｈｆ－
Ａｌ－Ｚｎ系酸化物を用いることができる。
【００５５】
ここで、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物とは、ＩｎとＧａとＺｎを主成分として有する酸化物
という意味であり、ＩｎとＧａとＺｎの比率は問わない。また、ＩｎとＧａとＺｎ以外の
金属元素が入っていてもよい。
【００５６】
また、酸化物半導体として、ＩｎＭＯ３（ＺｎＯ）ｍ（ｍ＞０、且つ、ｍは整数でない）
で表記される材料を用いてもよい。なお、Ｍは、Ｇａ、Ｆｅ、Ｍｎ及びＣｏから選ばれた
一の金属元素または複数の金属元素、若しくは上記のスタビライザーとしての元素を示す
。また、酸化物半導体として、Ｉｎ２ＳｎＯ５（ＺｎＯ）ｎ（ｎ＞０、且つ、ｎは整数）
で表記される材料を用いてもよい。
【００５７】
一例として、用いるターゲットの組成比は、原子数比で、Ｉｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１：１：１
（＝１／３：１／３：１／３）、Ｉｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝２：２：１（＝２／５：２／５：１
／５）、あるいはＩｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝３：１：２（＝１／２：１／６：１／３）の原子数
比のＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物やその組成の近傍の酸化物を用いることができる。あるい
は、Ｉｎ：Ｓｎ：Ｚｎ＝１：１：１（＝１／３：１／３：１／３）、Ｉｎ：Ｓｎ：Ｚｎ＝
２：１：３（＝１／３：１／６：１／２）あるいはＩｎ：Ｓｎ：Ｚｎ＝２：１：５（＝１
／４：１／８：５／８）の原子数比のＩｎ－Ｓｎ－Ｚｎ系酸化物やその組成の近傍の酸化
物を用いるとよい。
【００５８】
しかし、少なくともインジウム（Ｉｎ）あるいは亜鉛（Ｚｎ）を含む酸化物半導体はこれ
らに限られず、必要とする半導体特性（移動度、しきい値、ばらつき等）に応じて適切な
組成のものを用いればよい。また、必要とする半導体特性を得るために、キャリア濃度や
不純物濃度、欠陥密度、金属元素と酸素の原子数比、原子間結合距離、密度等を適切なも
のとすることが好ましい。例えば、Ｉｎ－Ｓｎ－Ｚｎ系酸化物では比較的容易に高い移動
度が得られる。しかしながら、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物でも、バルク内欠陥密度を低く
することにより移動度を上げることができる。
【００５９】
ターゲット中の酸化物半導体の相対密度は８０％以上、好ましくは９５％以上、さらに好
ましくは９９．９％以上とする。相対密度の高い酸化物半導体ターゲットを用いることに
より、緻密な膜が形成される。
【００６０】
第１の酸化物半導体膜１０４の成膜に用いるスパッタガスは、窒素、リンのうち少なくと
も一種類以上を含むガスを用いればよい。窒素、リン以外にも、希ガス（代表的にはアル
ゴン）、酸素、または、希ガスと酸素との混合ガスが含まれてもよい。また、水素、水、
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水酸基、水素化物などの不純物が、濃度ｐｐｍ程度（望ましくは濃度ｐｐｂ程度）にまで
除去された高純度ガスを用いることが好ましい。本実施の形態では、スパッタガスとして
窒素を用い、４０ｓｃｃｍの流量でスパッタ装置に供給を行いながら成膜を行う。
【００６１】
スパッタガスとして窒素、リンのうち少なくとも一種類以上を含むガスを用いることによ
り、後の工程にて行う第１の加熱処理により、第１の酸化物半導体膜１０４は、窒素やリ
ンが含有されないスパッタガスを用いて形成した場合と比較して、バンドギャップ値を小
さくすることができる。例えば、表１に示すように、Ｉｎ２Ｏ３：Ｇａ２Ｏ３：ＺｎＯ＝
１：１：２［ｍｏｌ数比］の金属酸化物ターゲットを用い、酸素流量を４０ｓｃｃｍとし
て成膜した膜のバンドギャップ値は３．２ｅＶであるのに対し、窒素流量を４０ｓｃｃｍ
として成膜した膜のバンドギャップ値は１．８ｅＶとなることが実験により確認されてい
る。
【００６２】
【表１】

【００６３】
第１の酸化物半導体膜１０４を形成する際には、例えば、減圧状態に保持された処理室内
に基板を保持し、基板温度を１００℃以上６００℃以下、好ましくは２００℃以上４００
℃以下にする。そして、処理室内の残留水分を除去しつつ水素、水、水酸基、水素化物な
どの不純物が除去された高純度ガスを導入し、金属酸化物をターゲットとして第１の酸化
物半導体膜１０４を形成する。基板１００を高温に保持した状態で、第１の酸化物半導体
膜１０４を形成することにより、第１の酸化物半導体膜１０４の水素濃度を低減すること
ができる。また、形成時に基板を上述の温度で加熱することにより、第１の酸化物半導体
膜１０４を、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜とすることができる。
【００６４】
なお、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜は、以下の三つの方法によって形成することができる。一つ目は
、形成温度を２００℃以上４５０℃以下として第１の酸化物半導体膜１０４の形成を行う
方法である。二つ目は、酸化物半導体膜を薄い膜厚（例えば、数ｎｍ程度）で形成した後
、２００℃以上７００℃以下の加熱処理を行う方法である。三つ目は、酸化物半導体膜を
薄い膜厚（例えば、数ｎｍ程度）で形成した後、２００℃以上７００℃以下の加熱処理を
行い、さらに酸化物半導体膜を形成する方法である。本実施の形態に記載する第１の酸化
物半導体膜１０４の形成方法は、上述の二つ目の方法に該当する。
【００６５】
ターゲットとして、酸化インジウム、酸化スズ、酸化亜鉛、二元系金属の酸化物であるＩ
ｎ－Ｚｎ系酸化物、Ｓｎ－Ｚｎ系酸化物、Ａｌ－Ｚｎ系酸化物、Ｚｎ－Ｍｇ系酸化物、Ｓ
ｎ－Ｍｇ系酸化物、Ｉｎ－Ｍｇ系酸化物、Ｉｎ－Ｇａ系酸化物、三元系金属の酸化物であ
るＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ａｌ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｓｎ－Ｚｎ系酸化物、
Ｓｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物、Ａｌ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物、Ｓｎ－Ａｌ－Ｚｎ系酸化物、Ｉ
ｎ－Ｈｆ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｚｒ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｌａ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ
－Ｃｅ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｐｒ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｎｄ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－
Ｓｍ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｅｕ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｇｄ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｔ
ｂ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｄｙ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｈｏ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｅｒ
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－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｔｍ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｙｂ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｌｕ－
Ｚｎ系酸化物、四元系金属の酸化物であるＩｎ－Ｓｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｈｆ
－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ａｌ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｓｎ－Ａｌ－Ｚｎ系酸
化物、Ｉｎ－Ｓｎ－Ｈｆ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｈｆ－Ａｌ－Ｚｎ系酸化物などのターゲ
ットを用いることができる。
【００６６】
ターゲットの一例として、Ｉｎ、Ｇａ、及びＺｎを含む金属酸化物ターゲットを、Ｉｎ２

Ｏ３：Ｇａ２Ｏ３：ＺｎＯ＝１：１：１［ｍｏｌ数比］の組成比とする。また、Ｉｎ２Ｏ

３：Ｇａ２Ｏ３：ＺｎＯ＝１：１：２［ｍｏｌ数比］の組成比を有するターゲット、また
はＩｎ２Ｏ３：Ｇａ２Ｏ３：ＺｎＯ＝１：１：４［ｍｏｌ数比］の組成比を有するターゲ
ット、Ｉｎ２Ｏ３：Ｇａ２Ｏ３：ＺｎＯ＝２：１：８［ｍｏｌ数比］の組成比を有するタ
ーゲットを用いることもできる。また、Ｉｎ２Ｏ３：ＺｎＯ＝２５：１［ｍｏｌ数比］～
１：４の組成比を有するターゲットを用いることもできる。
【００６７】
第１の酸化物半導体膜１０４の成膜を行う前に、スパッタ装置に残存している水分などを
除去するためにプリヒート処理を行うと良い。プリヒート処理としては処理室内を減圧下
で２００℃以上６００℃以下に加熱する方法や、加熱しながら窒素や不活性ガスの導入と
排気を繰り返す方法等がある。プリヒート処理を終えたら、基板またはスパッタ装置を冷
却した後、大気に触れさせることなく成膜を行う。この場合のターゲット冷却液は、水で
はなく油脂等を用いるとよい。加熱せずに窒素の導入と排気を繰り返しても一定の効果が
得られるが、加熱しながら行うとなお良い。
【００６８】
更に、第１の酸化物半導体膜１０４の成膜を行う前、または成膜中、または成膜後に、ス
パッタ装置に残存している水分などを除去する方法としては、処理室に設置する真空ポン
プに吸着型の真空ポンプを用いることが好ましい。例えば、クライオポンプ、イオンポン
プ、チタンサブリメーションポンプなどを用いればよい。また、ターボポンプにコールド
トラップを加えたものを用いてもよい。前述のポンプを用いて排気した処理室は、水素や
水などが除去されているため、第１の酸化物半導体膜１０４の不純物濃度を低減できる。
【００６９】
第１の酸化物半導体膜１０４の形成条件としては、例えば、スパッタリング装置を使用し
、Ｉｎ２Ｏ３：Ｇａ２Ｏ３：ＺｎＯ＝１：１：２［ｍｏｌ数比］の組成比を有する金属酸
化物ターゲットを用い、ターゲットと基板間との距離が１７０ｍｍ、圧力が０．４Ｐａ、
直流（ＤＣ）電力が０．５ｋＷ、雰囲気が窒素および酸素の混合雰囲気（例えば、窒素流
量比率５０％）、といった条件を適用することができる。なお、直流（ＤＣ）パルス電源
を用いると、パーティクルが軽減でき、膜厚分布も均一となるため好ましい。ただし、適
用する酸化物半導体材料や用途などにより適切な厚さは異なるため、その厚さは、用いる
材料や用途などに応じて適宜選択すればよい。
【００７０】
次に、第１の酸化物半導体膜１０４を成膜後、当該膜に第１の加熱処理を行い、第１の酸
化物半導体膜１０４をＣＡＡＣ－ＯＳ膜とする。また、当該加熱処理により、第１の酸化
物半導体膜１０４中の水（水酸基を含む）や水素などの不純物を除去することができる。
【００７１】
第１の加熱処理は、窒素、希ガス、酸素、窒素又は希ガスと酸素の混合ガス、または乾燥
空気から選ばれた雰囲気で行えばよい。第１の加熱処理の温度は、４００℃以上８００℃
以下、好ましくは５５０℃以上７５０℃以下とする。また、加熱時間は１分以上２４時間
以下とする。本実施の形態では、第１の加熱処理として、窒素雰囲気下で７００℃、１時
間の熱処理を行い、脱水化または脱水素化が行われた後、雰囲気を切り替えて酸素雰囲気
にすることで酸化物半導体膜内部に酸素を供給し、上述の水や水素などの除去により生じ
る酸素欠損を補填することができるため、第１の酸化物半導体膜１０４を、ｉ型化または
実質的にｉ型化することができる。



(11) JP 6174737 B2 2017.8.2

10

20

30

40

50

【００７２】
なお、第１の加熱処理で用いる、窒素、酸素、またはヘリウム、ネオン、アルゴン等の希
ガスには、水素、水、水酸基、水素化物などの不純物が含まれないことが好ましい。また
は、加熱処理装置に導入する窒素、酸素、またはヘリウム、ネオン、アルゴン等の希ガス
の純度を、６Ｎ（９９．９９９９％）以上、好ましくは７Ｎ（９９．９９９９９％）以上
、（即ち不純物濃度を１ｐｐｍ以下、好ましくは０．１ｐｐｍ以下）とすることが好まし
い。また、水が２０ｐｐｍ以下の超乾燥空気中で、さらに好ましくは水が１ｐｐｍ以下の
超乾燥空気中で、第１の加熱処理を行ってもよい。このような第１の加熱処理によって第
１の酸化物半導体膜中の水（水酸基を含む）や水素などを除去することができる。
【００７３】
なお、第１の加熱処理に用いる加熱処理装置は特に限られず、抵抗発熱体などの発熱体か
らの熱伝導または熱輻射によって、被処理物を加熱する装置などを用いることができる。
例えば、電気炉や、ＧＲＴＡ（Ｇａｓ　Ｒａｐｉｄ　Ｔｈｅｒｍａｌ　Ａｎｎｅａｌ）装
置、ＬＲＴＡ（Ｌａｍｐ　Ｒａｐｉｄ　Ｔｈｅｒｍａｌ　Ａｎｎｅａｌ）装置等のＲＴＡ
（Ｒａｐｉｄ　Ｔｈｅｒｍａｌ　Ａｎｎｅａｌ）装置を用いることができる。ＬＲＴＡ装
置は、ハロゲンランプ、メタルハライドランプ、キセノンアークランプ、カーボンアーク
ランプ、高圧ナトリウムランプ、高圧水銀ランプなどのランプから発する光（電磁波）の
輻射により、被処理物を加熱する装置である。ＧＲＴＡ装置は、高温のガスを用いて加熱
処理を行う装置である。
【００７４】
上述の工程を経て形成された第１の酸化物半導体膜１０４は、酸素欠損が少なく、また、
膜中の水素や水が除去されたＣＡＡＣ－ＯＳ膜となる。なお、本実施の形態では第１の酸
化物半導体膜１０４としてＣＡＡＣ－ＯＳ膜の形成例を記載したが、勿論これに限定され
ることはない。なお、第１の酸化物半導体膜１０４は、少なくとも表面（つまり、後の工
程にて形成される第２の酸化物半導体膜１０６との界面）から厚さ方向に対して３ｎｍ以
上の範囲、望ましくは５ｎｍ以上の範囲が結晶化していることが好ましい。
【００７５】
次に、第１の酸化物半導体膜１０４上に、第２の酸化物半導体膜１０６を形成する（図２
（Ｂ）参照）。
【００７６】
第１の酸化物半導体膜１０４上に成膜される第２の酸化物半導体膜１０６は、前述した第
１の酸化物半導体膜１０４と同様の材料を用いることができる。
【００７７】
ここで成膜する第２の酸化物半導体膜１０６は、第１の酸化物半導体膜１０４を構成する
元素から、窒素、リン、または窒素とリンを除いた構成の膜を用いることが好ましい。こ
れにより、第２の酸化物半導体膜１０６は第１の酸化物半導体膜１０４を種結晶として結
晶成長を行いやすくできるため、格子定数を近接したもの（ミスマッチが１％以下、好ま
しくは０．７％以下）にでき、両者の界面に存在する未結合手を効果的に減少させること
ができる。ただし、第１の酸化物半導体膜１０４と第２の酸化物半導体膜１０６の界面が
、同一の軸配向性を持ち、近接した格子定数（ミスマッチが１％以下）を有していれば、
第１の酸化物半導体膜１０４と異なる材料（異なるターゲット）を用いても良い。
【００７８】
なお、第２の酸化物半導体膜１０６は、バンドギャップ値を第１の酸化物半導体膜１０４
のバンドギャップ値より０．２ｅＶ以上大きくする必要があり、望ましくは０．４ｅＶ以
上大きくすることが好ましい。また、第１の酸化物半導体膜１０４の伝導帯準位を第２の
酸化物半導体膜１０６の伝導帯準位より低い状態とする。このように、第２の酸化物半導
体膜１０６のバンドギャップ値を第１の酸化物半導体膜１０４のバンドギャップ値と比較
して差を持たせることにより、図１２に示すバンド図のように、第２の酸化物半導体膜１
０６と接する第１の酸化物半導体膜１０４の界面近傍（つまり、バンドギャップが小さい
酸化物半導体膜の界面近傍）にキャリア（図１２の黒丸部分）が流れる。なお、第２の酸
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化物半導体膜１０６の膜種は、第１の酸化物半導体膜１０４のバンドギャップ値を参考に
、バンドギャップ値が０．２ｅＶ以上大きな膜、好ましくはバンドギャップ値が０．４ｅ
Ｖ以上大きな膜の中から、適宜選定すればよい。
【００７９】
第１の酸化物半導体膜１０４を構成する元素から、窒素、リン、または窒素とリンを除い
た構成の膜を、第２の酸化物半導体膜１０６として成膜した場合、第１の酸化物半導体膜
１０４を種結晶として結晶成長を行いやすくなる。また、実質的な膜厚を増加させること
ができるため、パワーデバイスなどの用途には好適である。さらに、密着性などの界面物
性や電気的特性も良好となる。
【００８０】
本実施の形態では、第２の酸化物半導体膜１０６をスパッタ法で作製するためのターゲッ
トとして、Ｉｎ２Ｏ３：Ｇａ２Ｏ３：ＺｎＯ＝１：１：２［ｍｏｌ数比］の組成比を有す
る金属酸化物ターゲットを用いる。スパッタ法による成膜は、前述した基板１００上への
第１の酸化物半導体膜１０４の成膜と同様に行えばよいが、使用ガスについては、希ガス
（代表的にはアルゴン）、酸素、または、希ガス（代表的にはアルゴン）と酸素との混合
ガスを用いて成膜する。なお、水素、水、水酸基、水素化物などの不純物が、濃度ｐｐｍ
程度（望ましくは濃度ｐｐｂ程度）にまで除去された高純度ガスを用いることが好ましい
。本実施の形態では、スパッタガスとして酸素を用い、４０ｓｃｃｍの流量でスパッタ装
置に供給を行いながら成膜を行った。
【００８１】
そして、第１の酸化物半導体膜１０４と同様に、第２の酸化物半導体膜１０６に対して第
２の熱処理を行い、第２の酸化物半導体膜１０６を、酸素欠損が少なく、また、膜中の水
素や水が除去されたＣＡＡＣ－ＯＳ膜とする。
【００８２】
第２の加熱処理は、４００℃以上８００℃以下の温度と、窒素、希ガス、酸素、窒素又は
希ガスと酸素の混合ガス、または乾燥空気からそれぞれ選ばれた温度と雰囲気の組み合わ
せからなる一つ又は複数の加熱処理条件で行う。第２の酸化物半導体膜を結晶化させるた
めの加熱時間は１分以上２４時間以下とし、電気炉等の熱処理装置を用いる場合は、好ま
しくは５時間以上２０時間以下とし、代表的には１０時間とする。また、ＲＴＡ装置等の
急速熱処理装置を用いる場合は、１分以上３０分以下、好ましくは１分以上１０分以下と
し、代表的には５分とする。
【００８３】
なお、本実施の形態では、第２の酸化物半導体膜１０６の結晶化と脱水化または脱水素化
を促進させるための第１のステップと、結晶化した第２の酸化物半導体膜１０６の酸素欠
損を補填するための第２のステップの２段階で第２の加熱処理を行う。この場合、第１の
ステップの温度は５５０℃以上８００℃以下が好ましく、６００℃以上７５０℃以下がよ
り好ましい。また、第２のステップの温度は４００℃以上６００℃以下が好ましく、４５
０℃以上５５０℃以下がより好ましい。
【００８４】
第１のステップでは、雰囲気を窒素とし、ＲＴＡ装置を用いて６５０℃で６分間の加熱処
理を行う。第２のステップでは酸素と窒素の混合ガス雰囲気下で４５０℃、６０分間の加
熱処理を行う。ステップ数は、この２回に限らず適宜条件を整えて増やしても良い。例え
ば、第１のステップ条件と第２のステップ条件を繰り返しても良い。ただし、窒素や希ガ
ス雰囲気での高温の加熱処理は酸素欠損を増加させることがあるため、酸素を含む雰囲気
を用いた加熱処理条件で終えると良い。また、酸素を含む雰囲気を用いた加熱処理条件で
は、雰囲気中の酸素濃度を加熱処理時間の経過とともに増加させても良い。また、第１の
ステップの雰囲気に酸素を含むガスを用い、酸素欠損を補いながら結晶化及び脱水化また
は脱水素化の促進を行っても良く、その場合は、第２のステップ以降を省いても良い。
【００８５】
この様に酸素を含む雰囲気下で一定温度での熱処理を行うことにより、酸化物半導体中の
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酸素欠損に酸素を効率良く補填することができる。
【００８６】
なお、第２の加熱処理においても、窒素、酸素、またはヘリウム、ネオン、アルゴン等の
希ガスに、水、水素などが含まれないことが好ましい。または、加熱処理装置に導入する
窒素、酸素、またはヘリウム、ネオン、アルゴン等の希ガスの純度を、６Ｎ以上、好まし
くは７Ｎ以上、とすることが好ましい。また、水が２０ｐｐｍ以下の超乾燥空気中で、さ
らに好ましくは、水が１ｐｐｍ以下の超乾燥空気中で、第２の加熱処理を行っても良い。
このような第２の加熱処理によって第２の酸化物半導体膜１０６中の酸素欠損を補填する
ことができる。よって、ｉ型化または実質的にｉ型化された第２の酸化物半導体膜１０６
を形成できる。
【００８７】
また、第２の加熱処理の昇温時には炉の内部を窒素雰囲気とし、冷却時には炉の内部を酸
素又は酸素を含む雰囲気とする方法を用いてもよい。窒素雰囲気で結晶化及び脱水化又は
脱水素化が行われた後、雰囲気を切り替えて酸素雰囲気にすることで第２の酸化物半導体
膜１０６内部に酸素を供給することができる。
【００８８】
この様に、第２の加熱処理を行うことにより、第１の酸化物半導体膜１０４を種結晶とし
て、第１の酸化物半導体膜１０４上に形成された第２の酸化物半導体膜１０６が結晶化し
やすくなる。また、第２の加熱処理によって、第１の酸化物半導体膜１０４をさらに高い
配向性を有する結晶膜とすることができる。なお、第２の酸化物半導体膜１０６は、必ず
しも膜全体が結晶化される必要はなく、少なくとも第１の酸化物半導体膜１０４との界面
から厚さ方向に対して３ｎｍ以上の範囲、望ましくは５ｎｍ以上の範囲が結晶化している
ことが好ましい。
【００８９】
また、第１の酸化物半導体膜１０４が絶縁層１０２との界面に非晶質領域を有するような
構造の場合、第２の加熱処理を行うことにより、第１の酸化物半導体膜１０４の表面に形
成されている結晶領域から第１の酸化物半導体膜の下面に向かって結晶成長が行われ、該
非晶質領域が結晶化される場合もある。なお、絶縁層１０２を構成する材料や、熱処理の
条件などによっては、該非晶質領域が残存する場合もある。
【００９０】
第１の酸化物半導体膜１０４を構成する元素から、窒素、リン、または窒素とリンを除い
た構成の膜を、第２の酸化物半導体膜１０６として成膜した場合、第１の酸化物半導体膜
１０４上に形成された第２の酸化物半導体膜１０６は、第１の酸化物半導体膜１０４を結
晶成長の種として、第２の酸化物半導体膜１０６の表面に向かって上方に結晶成長する傾
向がある。
【００９１】
なお、第２の加熱処理に用いる加熱処理装置には第１の加熱処理と同様の条件を用いるこ
とができる。
【００９２】
このように、第１の酸化物半導体膜１０４上に第２の酸化物半導体膜１０６を接して形成
することにより、第１の酸化物半導体膜１０４と第２の酸化物半導体膜１０６の界面にお
いて、第１の酸化物半導体膜１０４及び第２の酸化物半導体膜１０６が有する未結合手が
結合し合う。更に、本実施の形態のように、第１の酸化物半導体膜１０４を構成する元素
から、窒素、リン、または窒素とリンを除いた構成の膜を、第２の酸化物半導体膜１０６
として用いることで、第１の酸化物半導体膜１０４の結晶領域を種として第２の酸化物半
導体膜１０６が形成されるため結晶成長を行いやすく、界面における未結合手がより効率
的に結合される。
【００９３】
なお、本実施の形態では、第１の酸化物半導体膜１０４を種結晶として第２の酸化物半導
体膜１０６を形成する内容を記載したが、第１の酸化物半導体膜１０４を必ずしも種結晶
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として用いる必要はない。
【００９４】
次に、フォトレジストマスクを用いたエッチングなどの方法によって第１の酸化物半導体
膜１０４及び第２の酸化物半導体膜１０６を加工して、島状の第１の酸化物半導体膜１０
４ａ及び島状の第２の酸化物半導体膜１０６ａの積層構造を有する酸化物半導体層１０８
を形成する（図２（Ｃ）参照）。
【００９５】
上記のエッチングには、ドライエッチング、ウェットエッチングのいずれを用いても良い
。もちろん、その両方を組み合わせて用いることもできる。酸化物半導体層を所望の形状
にエッチングできるよう、材料に合わせてエッチング条件（エッチングガスやエッチング
液、エッチング時間、温度等）は適宜設定する。
【００９６】
ドライエッチングに用いることができるエッチングガスには、例えば、塩素を含むガス（
塩素系ガス、例えば塩素（Ｃｌ２）、三塩化硼素（ＢＣｌ３）、四塩化珪素（ＳｉＣｌ４

）、四塩化炭素（ＣＣｌ４）など）などがある。また、フッ素を含むガス（フッ素系ガス
、例えば四弗化炭素（ＣＦ４）、六弗化硫黄（ＳＦ６）、三弗化窒素（ＮＦ３）、トリフ
ルオロメタン（ＣＨＦ３）など）、臭化水素（ＨＢｒ）、酸素（Ｏ２）や、これらのガス
にヘリウム（Ｈｅ）やアルゴン（Ａｒ）などの希ガスを添加したガス、などを用いても良
い。
【００９７】
また、ウェットエッチングに用いることができるエッチング液としては、燐酸と酢酸と硝
酸を混ぜた溶液、アンモニア過水（３１重量％過酸化水素水：２８重量％アンモニア水：
水＝５：２：２）などがある。また、ＩＴＯ－０７Ｎ（関東化学社製）などのエッチング
液を用いてもよい。
【００９８】
次に、第２の酸化物半導体膜１０６ａに接するように導電層１１０を形成する（図２（Ｄ
）参照）。
【００９９】
導電層１１０は、スパッタ法などのＰＶＤ法や、プラズマＣＶＤ法などのＣＶＤ法を用い
て形成することができる。また、導電層１１０は、アルミニウム、クロム、銅、タンタル
、チタン、モリブデン、タングステンから選ばれた元素や、上述した元素を成分とする合
金等を用いて形成することができる。また、導電層１１０は、マンガン、マグネシウム、
ジルコニウム、ベリリウムのいずれか一つまたは複数を含む材料を用いてもよい。また、
アルミニウムに、チタン、タンタル、タングステン、モリブデン、クロム、ネオジム、ス
カンジウムから選ばれた元素を一つ又は複数含有させた材料を用いてもよい。また、導電
層１１０の他の材料として、窒化チタン、窒化タンタルなどのバリア性の高い材料を用い
てもよい。窒化チタン膜や窒化タンタル膜などのバリア性の高い材料を、第２の酸化物半
導体膜１０６ａと接する部分に用いることで、第２の酸化物半導体膜１０６ａへの不純物
の侵入を抑制し、トランジスタ特性への悪影響を抑えることができる。
【０１００】
また、導電層１１０は、導電性の金属酸化物を用いて形成しても良い。導電性の金属酸化
物としては酸化インジウム、酸化スズ、酸化亜鉛、インジウム錫酸化物（ＩＴＯと略記す
る場合がある）、インジウム亜鉛酸化物、または、これらの金属酸化物材料にシリコン若
しくは酸化シリコンを含有させたものを用いることができる。
【０１０１】
導電層１１０は、チタン層上にアルミニウム層と、該アルミニウム層上にチタン層が積層
された三層の積層構造とすることが好ましい。また、導電層１１０はアルミニウム層とタ
ングステン層を積層した二層の積層構造、銅層とタングステン層を積層した二層の積層構
造、アルミニウム層とモリブデン層を積層した二層の積層構造とすることもできる。勿論
、単層、または４層以上の積層構造としてもよい。本実施の形態では、チタン膜の単層構



(15) JP 6174737 B2 2017.8.2

10

20

30

40

50

造を適用する。チタン膜の単層構造を用いると、後のエッチングの際に良好なテーパー形
状を形成するエッチングを実現することができる。
【０１０２】
次に、導電層１１０を選択的にエッチングして、ソース電極層１１０ａ、及びドレイン電
極層１１０ｂを形成する（図２（Ｅ）参照）。なお、本明細書では図２（Ｅ）のように、
左側に形成された電極をソース電極層１１０ａ、右側に形成された電極をドレイン電極層
１１０ｂとしているが、逆であっても問題ない。
【０１０３】
エッチングに用いるフォトレジストマスク形成時の露光には、紫外線やＫｒＦレーザ光や
ＡｒＦレーザ光を用いるのが好適である。特に、チャネル長（Ｌ）が２５ｎｍ未満の露光
を行う場合には、数ｎｍ乃至数１０ｎｍと極めて波長が短い超紫外線（Ｅｘｔｒｅｍｅ　
Ｕｌｔｒａｖｉｏｌｅｔ）を用いてマスク形成の露光を行うのが好適である。超紫外線に
よる露光は、解像度が高く焦点深度も大きい。従って、後に形成されるトランジスタのチ
ャネル長（Ｌ）を１０ｎｍ以上１０００ｎｍ（１μｍ）以下とすることも可能である。こ
のような方法でチャネル長を小さくすることにより、動作速度を向上させることもできる
。また、上記酸化物半導体を用いたトランジスタはオフ電流が極めて小さいため、微細化
による消費電力の増大を抑制できる。
【０１０４】
導電層１１０のエッチングの際には、第２の酸化物半導体膜１０６ａが除去されないよう
に、それぞれの材料およびエッチング条件を適宜調節する。なお、材料およびエッチング
条件によっては、当該工程において、第２の酸化物半導体膜１０６ａの一部がエッチング
され、溝部（凹部）を有する酸化物半導体層となることもある。
【０１０５】
また、第１の酸化物半導体膜１０４ａおよび第２の酸化物半導体膜１０６ａの側面におい
て、ソース電極層１１０ａ、またはドレイン電極層１１０ｂと接する部分が非晶質状態と
なることもある。
【０１０６】
次に、第２の酸化物半導体膜１０６ａに接するゲート絶縁層１１２を形成する（図３（Ａ
）参照）。ゲート絶縁層１１２は、プラズマＣＶＤ法やスパッタ法等を用いて形成するこ
とができる。また、ゲート絶縁層１１２は、酸化珪素、酸化窒化珪素、窒化酸化珪素、酸
化アルミニウム、酸化ハフニウム、酸化タンタルなどを用いて形成することが好ましい。
なお、ゲート絶縁層１１２は、単層構造としても良いし、積層構造としても良い。積層構
造とする場合は、酸化物半導体と接する層を上記材料とし、その上に窒化珪素膜を積層す
ることもできる。ゲート絶縁層１１２の厚さは特に限定されないが、例えば、１０ｎｍ以
上５００ｎｍ以下、好ましくは、５０ｎｍ以上２００ｎｍ以下とすることができる。
【０１０７】
本実施の形態では、スパッタ法により、酸素雰囲気下で酸化珪素膜を成膜してゲート絶縁
層１１２を形成する。ゲート絶縁層１１２の成膜時に第２の酸化物半導体膜１０６ａの一
部に対して酸素を供給することができる。
【０１０８】
また、１×１０１１／ｃｍ３以上のプラズマ密度を達成できる高密度プラズマ装置を用い
、緻密で絶縁耐圧の高い高品質なゲート絶縁層１１２を形成してもよい。
【０１０９】
その後、不活性ガス雰囲気下、または酸素雰囲気下で第３の加熱処理を行ってもよい。第
３の加熱処理の温度は、２００℃以上４５０℃以下、望ましくは２５０℃以上３５０℃以
下とする。例えば、酸素を含む雰囲気下で２５０℃、１時間の熱処理を行えばよい。第３
の加熱処理を行うと、第２の酸化物半導体膜１０６ａに酸素が供給され、第２の酸化物半
導体膜１０６ａ中の酸素欠損を補填することができる。
【０１１０】
次に、ゲート絶縁層１１２を介して第１の酸化物半導体膜１０４ａ及び第２の酸化物半導
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体膜１０６ａと重畳する領域に、ゲート電極１１４を形成する（図３（Ｂ）参照）。ゲー
ト電極１１４は、ゲート絶縁層１１２上に導電層を形成した後に、当該導電層を選択的に
エッチングすることによって形成することができる。
【０１１１】
上記導電層は、スパッタ法をはじめとするＰＶＤ法や、プラズマＣＶＤ法などのＣＶＤ法
を用いて形成することができる。また、導電層は、アルミニウム、クロム、銅、タンタル
、チタン、モリブデン、タングステンから選ばれた元素や、上述した元素を成分とする合
金等を用いて形成することができる。また、上述した元素の窒化物である、窒化チタン、
窒化タンタルなどを用いて形成しても良い。マンガン、マグネシウム、ジルコニウム、ベ
リリウムのいずれか一つまたは複数を含む材料を用いてもよい。また、アルミニウムに、
チタン、タンタル、タングステン、モリブデン、クロム、ネオジム、スカンジウムから選
ばれた元素を一つまたは複数含有させた材料を用いてもよい。
【０１１２】
次に、ゲート絶縁層１１２およびゲート電極１１４上に、第１の層間絶縁層１１６を形成
する（図３（Ｃ）参照）。第１の層間絶縁層１１６は、プラズマＣＶＤ法などを用いて形
成することができる。本実施の形態では、プラズマＣＶＤ法により得られる窒化物絶縁層
の一つである窒化珪素膜を用いる。
【０１１３】
なお、第１の層間絶縁層１１６形成後に、第４の加熱処理を行ってもよい。第４の加熱処
理は、窒素雰囲気下、１５０℃以上４５０℃以下、好ましくは２５０℃以上４４０℃以下
で行う。また、第４の加熱処理は、窒素雰囲気下に限定されず、酸素雰囲気、希ガス雰囲
気、乾燥空気雰囲気で行えばよい。
【０１１４】
以上の工程により、開示する発明の一態様に係る、トップゲート構造のトランジスタ１２
０を形成できる。
【０１１５】
なお、第１の層間絶縁層１１６上に更に第２の層間絶縁層１１８を形成して平坦化処理を
行ってもよい（図３（Ｄ）参照）。第２の層間絶縁層１１８は、ＰＶＤ法やＣＶＤ法など
を用いて酸化珪素、窒化酸化珪素、窒化珪素、酸化ハフニウム、酸化アルミニウム、酸化
タンタル等の無機絶縁材料を含む材料を用いて形成する。また、平坦化処理に用いる層間
絶縁層の材料として、ポリイミド、アクリル、ベンゾシクロブテン系樹脂、ポリアミド、
エポキシ等の有機樹脂を用いることもできる。なお、本実施の形態では、第１の層間絶縁
層１１６と第２の層間絶縁層１１８の積層構造としているが、本発明の一態様はこれに限
定されない。１層としても良いし、３層以上の積層構造としても良い。
【０１１６】
第２の層間絶縁層１１８により平坦化処理を行うことで、トランジスタ１２０上に電極や
配線などを好適に形成することができる。
【０１１７】
図１（Ｂ）に示すトランジスタ１２０は、基板１００上に絶縁層１０２を介して設けられ
た、第１の酸化物半導体膜１０４ａ及び第２の酸化物半導体膜１０６ａを有する酸化物半
導体層１０８と、酸化物半導体層１０８上に形成されたゲート絶縁層１１２と、ゲート絶
縁層１１２を介して酸化物半導体層１０８と重畳する領域に形成されたゲート電極１１４
と、酸化物半導体層１０８と電気的に接続された一対のソース電極層１１０ａ及びドレイ
ン電極層１１０ｂを有する。
【０１１８】
なお、図示されていないが、ソース電極層１１０ａ、ドレイン電極層１１０ｂは、ゲート
絶縁層１１２、第１の層間絶縁層１１６及び第２の層間絶縁層１１８の一部を開口して形
成されたコンタクトホールを用い、導電性を有する配線層を介して第２の層間絶縁層１１
８上に電気的に取り出されてもよい。また、ゲート電極１１４についても、第１の層間絶
縁層１１６及び第２の層間絶縁層１１８の一部を開口して形成されたコンタクトホールを
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用い、導電性を有する配線層を介して第２の層間絶縁層１１８上に電気的に取り出されて
もよい。
【０１１９】
また、第１の酸化物半導体膜１０４ａおよび第２の酸化物半導体膜１０６ａでは、一般的
なシリコンウェハにおけるキャリア濃度（１×１０１４／ｃｍ３程度）と比較して、十分
に小さいキャリア濃度の値（例えば、１×１０１２／ｃｍ３未満、より好ましくは、１．
４５×１０１０／ｃｍ３未満）をとる。また、ドレイン電圧が１Ｖから１０Ｖの範囲のい
ずれかの電圧において、オフ電流（ゲートソース間の電圧を０Ｖ以下としたときのソース
ドレイン間に流れる電流）が、チャネル長１０μｍであり、酸化物半導体層の合計膜厚３
０ｎｍの場合において、１×１０－１３Ａ以下、またはオフ電流密度（オフ電流をトラン
ジスタのチャネル幅で除した数値）は１０ａＡ（ａ（アト）は１０－１８倍を示す）／μ
ｍ以下、好ましくは１ａＡ／μｍ以下、更に好ましくは１００ｚＡ（ｚ（ゼプト）は１０
－２１倍を示す）／μｍ以下にすることができる。なお、オフ電流とドレイン電圧との値
が分かればオームの法則からトランジスタがオフのときの抵抗値（オフ抵抗Ｒ）を算出す
ることができ、チャネル形成領域の断面積Ａとチャネル長Ｌが分かればρ＝ＲＡ／Ｌの式
（Ｒはオフ抵抗）からオフ抵抗率ρを算出することもできる。オフ抵抗率は１×１０９Ω
・ｍ以上（又は１×１０１０Ω・ｍ以上）が好ましい。ここで、断面積Ａは、チャネル形
成領域の膜厚をｄとし、チャネル幅をＷとするとき、Ａ＝ｄＷから算出することができる
。
【０１２０】
また、加熱して第１の層間絶縁層１１６に含まれる水素を、第１の酸化物半導体膜１０４
ａおよび第２の酸化物半導体膜１０６ａに拡散させるため、水素の拡散する量によっては
、キャリア濃度の値が１×１０１４／ｃｍ３以上１×１０１８／ｃｍ３未満をとりうる。
【０１２１】
アモルファスシリコンのトランジスタのオフ電流が１０－１２Ａ程度であるのに対し、酸
化物半導体を用いたトランジスタのオフ電流は、その１００００分の１以下である。この
ように、高品質化されたバンドギャップの大きい酸化物半導体を用いることで、極めて優
れたオフ電流特性のトランジスタ１２０を得ることができる。
【０１２２】
また、酸化物半導体層のうち、チャネル領域となる領域は、少なくとも平坦面を有してい
ることが好ましい。また、第１の酸化物半導体膜と第２の酸化物半導体膜は、同じｃ軸配
向をしている非単結晶体である。なお、第２の酸化物半導体膜表面の高低差は、ゲート電
極層と重畳する領域（チャネル形成領域）において、１ｎｍ以下（好ましくは０．２ｎｍ
以下）であることが好ましい。
【０１２３】
なお、上述のトップゲート構造のトランジスタ（酸化物半導体素子）の作製方法では、ソ
ース電極層１１０ａ及びドレイン電極層１１０ｂは、酸化物半導体層１０８の第２の酸化
物半導体膜１０６ａの上側に接して形成されているが、第１の酸化物半導体膜１０４ａの
下側に接して形成されてもよい。
【０１２４】
本実施の形態は、他の実施の形態に記載した構成と適宜組み合わせて実施することが可能
である。
【０１２５】
（実施の形態２）
本実施の形態では、実施の形態１にて記載した酸化物半導体層１０８の、異なる作製方法
について図４を用いて説明する。
【０１２６】
＜本実施の形態における酸化物半導体層１０８の作製方法＞
まず、基板１００上に、絶縁層１０２を形成した後に、絶縁層１０２上に第１の酸化物半
導体膜１０４を成膜し、第１の加熱処理によって少なくとも第１の酸化物半導体膜１０４
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の表面を含む領域を結晶化させる（図４（Ａ）参照）。図４（Ａ）は、実施の形態１の図
２（Ａ）に相当する。ここまでの処理については、実施の形態１と同様であるため、ここ
では説明を省略する。
【０１２７】
次に、第１の酸化物半導体膜１０４に対して不純物添加処理４０５を行い（図４（Ｂ）参
照）、第１の酸化物半導体膜１０４の表面（後の工程にて、ゲート絶縁層１１２を形成す
る面）を含む膜中に、第２の酸化物半導体膜１０６として機能する不純物添加領域を形成
する（図４（Ｃ）参照）。なお、添加する不純物は、酸素、ボロン、アルミニウムのうち
少なくとも一種類以上を用いればよい。
【０１２８】
当該不純物添加処理は、イオンドーピング装置やイオン注入装置を用いて行うことができ
る。イオンドーピング装置の代表例としては、プロセスガスをプラズマ励起して生成され
た全てのイオン種を被処理体に照射する非質量分離型の装置がある。当該装置では、プラ
ズマ中のイオン種を質量分離しないで被処理体に照射することになる。これに対して、イ
オン注入装置は質量分離型の装置である。イオン注入装置では、プラズマ中のイオン種を
質量分離し、ある特定の質量のイオン種を被処理体に照射する。
【０１２９】
本実施の形態では、不純物添加処理４０５として、イオンドーピング装置を用いて酸素（
Ｏ）ガスを第１の酸化物半導体膜１０４に照射する例について説明する。
【０１３０】
酸素を原料ガスにする場合、加速電圧を１０ｋＶ～１００ｋＶの範囲で、ドーズ量を１×
１０１５ｉｏｎｓ／ｃｍ２～１×１０１７ｉｏｎｓ／ｃｍ２の範囲で不純物添加処理を行
い、第１の酸化物半導体膜１０４中に第２の酸化物半導体膜１０６を形成すればよい。
【０１３１】
以上の工程により、実施の形態１の図２（Ｂ）と同様に、第１の酸化物半導体膜１０４及
び第２の酸化物半導体膜１０６の積層構造が形成される。その後の工程については、実施
の形態１と同様の方法にて進めればよいため、ここでは説明を省略する。
【０１３２】
（実施の形態３）
本実施の形態では、実施の形態１にて記載した酸化物半導体層１０８の、異なる作製方法
について図５を用いて説明する。
【０１３３】
＜本実施の形態における酸化物半導体層１０８の作製方法＞
まず、基板１００上に、絶縁層１０２を形成した後に、絶縁層１０２上に第２の酸化物半
導体膜１０６を成膜し、第２の加熱処理によって第２の酸化物半導体膜１０６を結晶化さ
せる（図５（Ａ）参照）。なお、実施の形態１と同じ符号を用いている構成要素について
は、成膜条件、使用材料及び加工方法などについては、実施の形態１と同じである。した
がって、ここでは説明を省略する。
【０１３４】
次に、第２の酸化物半導体膜１０６に対して不純物添加処理５０５を行い（図５（Ｂ）参
照）、第２の酸化物半導体膜１０６の裏面（絶縁層１０２と接する面）を含む膜中に、第
１の酸化物半導体膜１０４として機能する不純物添加領域を形成する（図５（Ｃ）参照）
。なお、添加する不純物は、窒素、リンのうち少なくとも一種類以上を用いればよい。
【０１３５】
当該不純物添加処理は、イオンドーピング装置やイオン注入装置を用いて行うことができ
る。イオンドーピング装置の代表例としては、プロセスガスをプラズマ励起して生成され
た全てのイオン種を被処理体に照射する非質量分離型の装置がある。当該装置では、プラ
ズマ中のイオン種を質量分離しないで被処理体に照射することになる。これに対して、イ
オン注入装置は質量分離型の装置である。イオン注入装置では、プラズマ中のイオン種を
質量分離し、ある特定の質量のイオン種を被処理体に照射する。



(19) JP 6174737 B2 2017.8.2

10

20

30

40

50

【０１３６】
本実施の形態では、不純物添加処理５０５として、イオンドーピング装置を用いて窒素（
Ｎ）ガスを第２の酸化物半導体膜１０６に照射する例について説明する。
【０１３７】
窒素を原料ガスにする場合、加速電圧を１０ｋＶ～１００ｋＶの範囲で、ドーズ量を１×
１０１５ｉｏｎｓ／ｃｍ２～１×１０１７ｉｏｎｓ／ｃｍ２の範囲で不純物添加処理を行
い、第２の酸化物半導体膜１０６中に第１の酸化物半導体膜１０４を形成すればよい。
【０１３８】
なお、窒素は不活性ガスであるため、イオン照射時の気体雰囲気制御や温度制御が容易で
あり、作業効率や安全性を向上させることができる。
【０１３９】
以上の工程により、第１の酸化物半導体膜１０４及び第２の酸化物半導体膜１０６の積層
構造が形成される。その後の工程については、実施の形態１と同様の方法にて進めればよ
いため、ここでは説明を省略する。
【０１４０】
（実施の形態４）
本実施の形態では、実施の形態１とは異なる形態の酸化物半導体素子およびその作製方法
について、図６乃至図７を用いて説明する。
【０１４１】
＜本実施の形態における酸化物半導体素子の作製方法＞
図６は、本実施の形態の方法にて作製された半導体装置の構成の一例である、ボトムゲー
ト構造のトランジスタ４２０の図であり、図６（Ａ）及び図６（Ｂ）はそれぞれトランジ
スタ４２０の上面図及び断面図である。なお、図６（Ａ）では、煩雑になることを避ける
ため、構成要素の一部（例えば、基板１００など）を省略している。本実施の形態では、
トランジスタ４２０はキャリアが電子であるｎチャネル型のトランジスタであるものとし
て作製方法を説明するが、ｎチャネル型に限定されるものではない。
【０１４２】
トランジスタ４２０の作製方法について図７を用いて以下の文章にて説明する。
【０１４３】
まず、基板１００上に絶縁層１０２を形成し、絶縁層１０２上にゲート電極１１４を形成
し、ゲート電極１１４上にゲート絶縁層１１２を形成し、ゲート絶縁層１１２上にソース
電極層１１０ａ及びドレイン電極層１１０ｂを形成する（図７（Ａ）参照）。なお、実施
の形態１と同じ符号を用いている構成要素については、成膜条件、使用材料及び加工方法
などについては、実施の形態１と同じである。したがって、ここでは説明を省略する。
【０１４４】
次に、ゲート絶縁層１１２上に、実施の形態１に記載した第２の酸化物半導体膜１０６を
成膜した後に第２の加熱処理を行い、少なくとも第２の酸化物半導体膜１０６の表面を含
む領域を結晶化させる。その後、実施の形態１に記載した第１の酸化物半導体膜１０４を
成膜した後に第１の加熱処理を行う。更に、第１の酸化物半導体膜１０４および第２の酸
化物半導体膜１０６に対してパターン形成を行い、島状の第１の酸化物半導体膜１０４ａ
及び島状の第２の酸化物半導体膜１０６ａを有する酸化物半導体層１０８を形成する（図
７（Ｂ）参照）。なお、実施の形態１と同じ符号を用いている構成要素については、成膜
条件、使用材料及び加工方法などについては、実施の形態１と同じである。したがって、
ここでは説明を省略する。
【０１４５】
次に、酸化物半導体層１０８上に、第１の層間絶縁層１１６を形成することで開示する発
明の一態様に係る、ボトムゲート構造のトランジスタ４２０を形成できる。更に、実施の
形態１と同様に、第１の層間絶縁層１１６に接して平坦化を目的とした第２の層間絶縁層
１１８を形成してもよい（図７（Ｃ）参照）。なお、実施の形態１と同じ符号を用いてい
る構成要素については、成膜条件、使用材料及び加工方法などについては、実施の形態１
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と同じである。したがって、ここでは説明を省略する。
【０１４６】
図６に示すトランジスタ４２０は、基板１００上に絶縁層１０２を介して設けられたゲー
ト電極１１４と、ゲート電極１１４上に形成されたゲート絶縁層１１２と、ゲート絶縁層
１１２上に形成された、島状の第１の酸化物半導体膜１０４ａ及び島状の第２の酸化物半
導体膜１０６ａを有する酸化物半導体層１０８と、酸化物半導体層１０８と電気的に接続
された一対のソース電極層１１０ａ及びドレイン電極層１１０ｂを有する。
【０１４７】
なお、図示されていないが、ソース電極層１１０ａ、ドレイン電極層１１０ｂは、第１の
層間絶縁層１１６及び第２の層間絶縁層１１８の一部を開口して形成されたコンタクトホ
ールを用い、導電性を有する配線層を介して第２の層間絶縁層１１８上に電気的に取り出
されてもよい。また、ゲート電極１１４は、ゲート絶縁層１１２、第１の層間絶縁層１１
６及び第２の層間絶縁層１１８の一部を開口して形成されたコンタクトホールを用い、導
電性を有する配線層を介して第２の層間絶縁層１１８上に電気的に取り出されてもよい。
【０１４８】
また、第１の酸化物半導体膜１０４ａおよび第２の酸化物半導体膜１０６ａでは、一般的
なシリコンウェハにおけるキャリア濃度（１×１０１４／ｃｍ３程度）と比較して、十分
に小さいキャリア濃度の値（例えば、１×１０１２／ｃｍ３未満、より好ましくは、１．
４５×１０１０／ｃｍ３未満）をとる。また、ドレイン電圧が１Ｖから１０Ｖの範囲のい
ずれかの電圧において、オフ電流（ゲートソース間の電圧を０Ｖ以下としたときのソース
ドレイン間に流れる電流）が、チャネル長１０μｍであり、酸化物半導体層の合計膜厚３
０ｎｍの場合において、１×１０－１３Ａ以下、またはオフ電流密度（オフ電流をトラン
ジスタのチャネル幅で除した数値）は１０ａＡ（ａ（アト）は１０－１８倍を示す）／μ
ｍ以下、好ましくは１ａＡ／μｍ以下、更に好ましくは１００ｚＡ（ｚ（ゼプト）は１０
－２１倍を示す）／μｍ以下にすることができる。なお、オフ電流とドレイン電圧との値
が分かればオームの法則からトランジスタがオフのときの抵抗値（オフ抵抗Ｒ）を算出す
ることができ、チャネル形成領域の断面積Ａとチャネル長Ｌが分かればρ＝ＲＡ／Ｌの式
（Ｒはオフ抵抗）からオフ抵抗率ρを算出することもできる。オフ抵抗率は１×１０９Ω
・ｍ以上（又は１×１０１０Ω・ｍ以上）が好ましい。ここで、断面積Ａは、チャネル形
成領域の膜厚をｄとし、チャネル幅をＷとするとき、Ａ＝ｄＷから算出することができる
。
【０１４９】
また、加熱して第１の層間絶縁層１１６に含まれる水素を、第１の酸化物半導体膜１０４
ａ及び第２の酸化物半導体膜１０６ａに拡散させるため、水素の拡散する量によっては、
キャリア濃度の値が１×１０１４／ｃｍ３以上１×１０１８／ｃｍ３未満をとりうる。
【０１５０】
アモルファスシリコンのトランジスタのオフ電流が１０－１２Ａ程度であるのに対し、酸
化物半導体を用いたトランジスタのオフ電流は、その１００００分の１以下である。この
ように、高品質化されたバンドギャップの大きい酸化物半導体を用いることで、極めて優
れたオフ電流特性のトランジスタ４２０を得ることができる。
【０１５１】
なお、上述のボトムゲート構造のトランジスタ（酸化物半導体素子）の作製方法では、ソ
ース電極層１１０ａ及びドレイン電極層１１０ｂは、第２の酸化物半導体膜１０６ａの下
側に接して形成されているが、第１の酸化物半導体膜１０４ａの上側に接して形成されて
もよい。
【０１５２】
本実施の形態では、酸化物半導体層１０８を形成した後にパターン形成工程を行わないた
め、酸化物半導体層１０８は、パターン形成時のエッチング処理などによるダメージの影
響を受けることがない。
【０１５３】
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本実施の形態は、他の実施の形態に記載した構成と適宜組み合わせて実施することが可能
である。
【０１５４】
（実施の形態５）
本実施の形態では、実施の形態１とは異なる形態の酸化物半導体素子およびその作製方法
について、図８乃至図１０を用いて説明する。
【０１５５】
＜本実施の形態における酸化物半導体素子の作製方法＞
図８は、本実施の形態の方法にて作製された半導体装置の構成の一例である、トランジス
タ７２０の図であり、図８（Ａ）及び図８（Ｂ）はそれぞれトランジスタ７２０の上面図
及び断面図である。なお、図８（Ａ）では、煩雑になることを避けるため、構成要素の一
部（例えば、基板１００など）を省略している。本実施の形態では、トランジスタ７２０
はキャリアが電子であるｎチャネル型のトランジスタであるものとして作製方法を説明す
るが、ｎチャネル型に限定されるものではない。
【０１５６】
まず、基板１００上に、絶縁層１０２を形成した後に、絶縁層１０２上に第１の酸化物半
導体膜１０４を成膜し、第１の加熱処理によって少なくとも第１の酸化物半導体膜１０４
の表面を含む領域を結晶化させ、第１の酸化物半導体膜１０４上に第２の酸化物半導体膜
１０６を成膜し、第２の加熱処理によって第２の酸化物半導体膜１０６を結晶化させ、第
１の酸化物半導体膜１０４及び第２の酸化物半導体膜１０６をフォトレジストマスクを用
いたエッチングなどの方法によって加工して、島状の第１の酸化物半導体膜１０４ａ及び
島状の第２の酸化物半導体膜１０６ａの積層構造を有する酸化物半導体層１０８を形成す
る。（図９（Ａ）参照）。図９（Ａ）は、実施の形態１の図２（Ｃ）に相当する。ここま
での処理については、実施の形態１と同様であるため、ここでは省略する。
【０１５７】
次に、ゲート絶縁層１１２を形成し、ゲート絶縁層１１２を介して第１の酸化物半導体膜
１０４ａ及び第２の酸化物半導体膜１０６ａと重畳する領域に、ゲート電極１１４を形成
する（図９（Ｂ）参照）。なお、実施の形態１と同じ符号を用いている構成要素について
は、成膜条件、使用材料及び加工方法などについては、実施の形態１と同じである。した
がって、ここでは説明を省略する。
【０１５８】
次に、酸化物半導体層１０８を含む領域に対して不純物添加処理７０５を行う。これによ
り、酸化物半導体層１０８のうち、上部にゲート電極が形成されていない領域に対しては
ゲート絶縁層１１２を介して不純物が添加され、低抵抗領域７０７が形成される。また、
上部にゲート電極が形成されている領域については、ゲート電極１１４により不純物は添
加が遮られるため、低抵抗領域に側面を接する第１の酸化物半導体膜７０４ａ及び低抵抗
領域と側面を接する第２の酸化物半導体膜７０６ａを有する酸化物半導体層７０８が形成
される（図９（Ｃ）参照）。なお、添加する不純物は、アルゴン（Ａｒ）、クリプトン（
Ｋｒ）、キセノン（Ｘｅ）などの希ガス、窒素（Ｎ）、リン（Ｐ）、砒素（Ａｓ）、アン
チモン（Ｓｂ）などの第１５族元素から選択される元素のうち少なくとも一種類以上を用
いればよい。
【０１５９】
当該不純物添加処理は、イオンドーピング装置やイオン注入装置を用いて行うことができ
る。イオンドーピング装置の代表例としては、プロセスガスをプラズマ励起して生成され
た全てのイオン種を被処理体に照射する非質量分離型の装置がある。当該装置では、プラ
ズマ中のイオン種を質量分離しないで被処理体に照射することになる。これに対して、イ
オン注入装置は質量分離型の装置である。イオン注入装置では、プラズマ中のイオン種を
質量分離し、ある特定の質量のイオン種を被処理体に照射する。
【０１６０】
本実施の形態では、不純物添加処理として、イオンドーピング装置を用いてアルゴン（Ａ
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ｒ）ガスを酸化物半導体層７０８の形成部分を含む領域に対して照射する例について説明
する。
【０１６１】
アルゴンを原料ガスにする場合、加速電圧を０．１ｋＶ～１００ｋＶの範囲で、ドーズ量
を１×１０１４ｉｏｎｓ／ｃｍ２～１×１０１７ｉｏｎｓ／ｃｍ２の範囲で照射して低抵
抗領域７０７を形成する。低抵抗領域７０７の抵抗率は、１×１０－４Ω・ｃｍ以上３Ω
・ｃｍ以下、望ましくは１×１０－３Ω・ｃｍ以上３×１０－１Ω・ｃｍ以下が好ましい
。また、ゲート電極１１４下部には低抵抗領域と側面を接する第１の酸化物半導体膜７０
４ａ及び低抵抗領域と側面を接する第２の酸化物半導体膜７０６ａを有する酸化物半導体
層７０８が自己整合的に形成される。
【０１６２】
上述のように、低抵抗領域７０７及び酸化物半導体層７０８は、不純物添加処理７０５を
行うことにより、１つの膜（つまり、第１の酸化物半導体膜１０４ａ及び第２の酸化物半
導体膜１０６ａの積層膜）から自己整合的に形成される。このため、低抵抗領域７０７と
ゲート絶縁層１１２の界面及び酸化物半導体層７０８とゲート絶縁層１１２の界面は同一
平面である。
【０１６３】
上述の低抵抗領域７０７の抵抗率の下限範囲は、イオンドーピング装置などを用いた不純
物注入により形成できる現実的な下限範囲であり、装置技術の進歩と共に下限値は更に小
さくなってもよい。また、低抵抗領域７０７の抵抗率を上述の上限範囲内に収めることに
より、後の工程にて形成されるソース電極層１１０ａ及びドレイン電極層１１０ｂとチャ
ネル形成領域の間の抵抗値を低く抑えることができるため、ソース電極層１１０ａとチャ
ネル領域間及びドレイン電極層１１０ｂとチャネル領域間におけるＯＮ電流値の低下を抑
制できる。したがって、ＯＮ／ＯＦＦ比の高い酸化物半導体素子を提供できる。
【０１６４】
なお、アルゴンは不活性ガスであるため、イオン照射時の気体雰囲気制御や温度制御が容
易であり、作業効率や安全性を向上させることができる。
【０１６５】
次に、フォトレジストマスクを用いたエッチングなどの方法によって、低抵抗領域７０７
上に形成されたゲート絶縁層１１２の一部に開口部７０９を形成する（図９（Ｄ）参照）
。
【０１６６】
上記のエッチングには、ドライエッチング、ウェットエッチングのいずれを用いても良い
。もちろん、その両方を組み合わせて用いることもできる。酸化物半導体層を所望の形状
にエッチングできるよう、材料に合わせてエッチング条件（エッチングガスやエッチング
液、エッチング時間、温度等）は適宜設定する。
【０１６７】
ドライエッチングに用いることができるエッチングガスには、例えば、塩素を含むガス（
塩素系ガス、例えば塩素（Ｃｌ２）、三塩化硼素（ＢＣｌ３）、四塩化珪素（ＳｉＣｌ４

）、四塩化炭素（ＣＣｌ４）など）などがある。また、フッ素を含むガス（フッ素系ガス
、例えば四弗化炭素（ＣＦ４）、六弗化硫黄（ＳＦ６）、三弗化窒素（ＮＦ３）、トリフ
ルオロメタン（ＣＨＦ３）など）、臭化水素（ＨＢｒ）、酸素（Ｏ２）や、これらのガス
にヘリウム（Ｈｅ）やアルゴン（Ａｒ）などの希ガスを添加したガス、などを用いても良
い。
【０１６８】
また、ウェットエッチングに用いることができるエッチング液としては、燐酸と酢酸と硝
酸を混ぜた溶液、アンモニア過水（３１重量％過酸化水素水：２８重量％アンモニア水：
水＝５：２：２）などがある。また、ＩＴＯ－０７Ｎ（関東化学社製）などのエッチング
液を用いてもよい。
【０１６９】
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次に、導電層を成膜し、導電層を選択的にエッチングして、ソース電極層１１０ａ、及び
ドレイン電極層１１０ｂを形成する（図１０（Ａ）参照）。これにより、低抵抗領域７０
７に接してソース電極層１１０ａ、及びドレイン電極層１１０ｂが形成される。なお、本
明細書では図１０（Ａ）のように、左側に形成された電極をソース電極層１１０ａ、右側
に形成された電極をドレイン電極層１１０ｂとしているが、逆であっても問題ない。なお
、実施の形態１と同じ符号を用いている構成要素については、成膜条件、使用材料及び加
工方法などについては、実施の形態１と同じである。したがって、ここでは説明を省略す
る。
【０１７０】
次に、ソース電極層１１０ａ、ドレイン電極層１１０ｂ、ゲート絶縁層１１２及びゲート
電極１１４上に、第１の層間絶縁層１１６を形成する。以上の工程により、開示する発明
の一態様に係る、トランジスタ７２０を形成できる。また、第１の層間絶縁層１１６上に
更に第２の層間絶縁層１１８を形成して平坦化処理を行ってもよい（図１０（Ｂ）参照）
。なお、実施の形態１と同じ符号を用いている構成要素については、成膜条件、使用材料
及び加工方法などについては、実施の形態１と同じである。したがって、ここでは説明を
省略する。
【０１７１】
図８（Ｂ）に示すトランジスタ７２０は、基板１００上に絶縁層１０２を介して設けられ
た、第１の酸化物半導体膜７０４ａ及び第２の酸化物半導体膜７０６ａを有する酸化物半
導体層７０８と、酸化物半導体層７０８の側面に接して形成された低抵抗領域７０７と、
酸化物半導体層７０８及び低抵抗領域７０７上に形成されたゲート絶縁層１１２と、ゲー
ト絶縁層１１２を介して酸化物半導体層７０８と重畳する領域に形成されたゲート電極１
１４と、低抵抗領域７０７と電気的に接続された一対のソース電極層１１０ａ及びドレイ
ン電極層１１０ｂを有する。
【０１７２】
なお、図示されていないが、ソース電極層１１０ａ、ドレイン電極層１１０ｂ及びゲート
電極１１４は、第１の層間絶縁層１１６及び第２の層間絶縁層１１８の一部を開口して形
成されたコンタクトホールを用い、導電性を有する配線層を介して第２の層間絶縁層１１
８上に電気的に取り出されてもよい。
【０１７３】
また、第１の酸化物半導体膜１０４ａおよび第２の酸化物半導体膜１０６ａでは、一般的
なシリコンウェハにおけるキャリア濃度（１×１０１４／ｃｍ３程度）と比較して、十分
に小さいキャリア濃度の値（例えば、１×１０１２／ｃｍ３未満、より好ましくは、１．
４５×１０１０／ｃｍ３未満）をとる。また、ドレイン電圧が１Ｖから１０Ｖの範囲のい
ずれかの電圧において、オフ電流（ゲートソース間の電圧を０Ｖ以下としたときのソース
ドレイン間に流れる電流）が、チャネル長１０μｍであり、酸化物半導体層の合計膜厚３
０ｎｍの場合において、１×１０－１３Ａ以下、またはオフ電流密度（オフ電流をトラン
ジスタのチャネル幅で除した数値）は１０ａＡ（ａ（アト）は１０－１８倍を示す）／μ
ｍ以下、好ましくは１ａＡ／μｍ以下、更に好ましくは１００ｚＡ（ｚ（ゼプト）は１０
－２１倍を示す）／μｍ以下にすることができる。なお、オフ電流とドレイン電圧との値
が分かればオームの法則からトランジスタがオフのときの抵抗値（オフ抵抗Ｒ）を算出す
ることができ、チャネル形成領域の断面積Ａとチャネル長Ｌが分かればρ＝ＲＡ／Ｌの式
（Ｒはオフ抵抗）からオフ抵抗率ρを算出することもできる。オフ抵抗率は１×１０９Ω
・ｍ以上（又は１×１０１０Ω・ｍ以上）が好ましい。ここで、断面積Ａは、チャネル形
成領域の膜厚をｄとし、チャネル幅をＷとするとき、Ａ＝ｄＷから算出することができる
。
【０１７４】
また、加熱して第１の層間絶縁層１１６に含まれる水素を、第１の酸化物半導体膜７０４
ａおよび第２の酸化物半導体膜７０６ａに拡散させるため、水素の拡散する量によっては
、キャリア濃度の値が１×１０１４／ｃｍ３以上１×１０１８／ｃｍ３未満をとりうる。
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【０１７５】
アモルファスシリコンのトランジスタのオフ電流が１０－１２Ａ程度であるのに対し、酸
化物半導体を用いたトランジスタのオフ電流は、その１００００分の１以下である。この
ように、高品質化されたバンドギャップの大きい酸化物半導体を用いることで、極めて優
れたオフ電流特性のトランジスタ７２０を得ることができる。
【０１７６】
なお、本実施の形態では、第１の酸化物半導体膜１０４と第２の酸化物半導体膜１０６の
材料を同じ材料としたが、第１の酸化物半導体膜１０４と第２の酸化物半導体膜１０６の
材料を異なるものとしても良い。第１の酸化物半導体膜１０４と第２の酸化物半導体膜１
０６の材料を異なるものとする場合（いわゆるヘテロエピタキシャル成長の場合）には、
例えば、第１の酸化物半導体膜１０４に二元系金属酸化物であるＩｎ－Ｚｎ－Ｏを用い、
第２の酸化物半導体膜１０６に三元系金属酸化物であるＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏを用いる構
成などを採用することができる。
【０１７７】
また、酸化物半導体層のうち、チャネル領域となる部分は、少なくとも平坦面を有してい
ることが好ましい。なお、第２の酸化物半導体膜表面の高低差は、ゲート電極層と重畳す
る領域（チャネル形成領域）において、１ｎｍ以下（好ましくは０．２ｎｍ以下）である
ことが好ましい。
【０１７８】
本実施の形態を用いることにより、第２の酸化物半導体膜７０６ａと接する第１の酸化物
半導体膜７０４ａの界面近傍の、未結合手の少ない領域にチャネル領域が形成される。こ
のため、光照射により閾値電圧に変化が生じることがなく、且つ移動度の高い酸化物半導
体素子を提供できる。
【０１７９】
さらに、本実施の形態では、ソース電極層１１０ａ及びドレイン電極層１１０ｂとチャネ
ル形成領域の間の抵抗値を低く抑えることができるため、ソース電極層１１０ａとチャネ
ル領域間及びドレイン電極層１１０ｂとチャネル領域間におけるＯＮ電流値の低下を抑制
できる。したがって、ＯＮ／ＯＦＦ比の高い酸化物半導体素子を提供できる。
【０１８０】
本実施の形態は、他の実施の形態に記載した構成と適宜組み合わせて実施することが可能
である。
【０１８１】
（実施の形態６）
本明細書に開示する酸化物半導体素子は、さまざまな電子機器（遊技機も含む）に適用す
ることができる。電子機器としては、例えば、テレビジョン装置、コンピュータ用などの
モニタ、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ等のカメラ、デジタルフォトフレーム、
携帯電話機（携帯電話、携帯電話装置ともいう）、携帯型ゲーム機、携帯情報端末、音響
再生装置、パチンコ機などの大型ゲーム機などが挙げられる。前述の実施の形態で説明し
た酸化物半導体素子を具備する電子機器の一例を図１１を用いて説明する。
【０１８２】
図１１（Ａ）は、携帯型の情報端末であり、筐体１００１、筐体１００２、第１の表示部
１００３ａ、第２の表示部１００３ｂなどによって構成されている。第１の表示部１００
３ａおよび第２の表示部１００３ｂはタッチ入力機能を有するパネルとなっており、例え
ば図１１（Ａ）の左図のように、第１の表示部１００３ａに表示される選択ボタン１００
４により入力方法を選択できる。選択ボタンは様々な大きさで表示できるため、幅広い世
代の人が使いやすさを実感できる。ここで、例えば「キーボード入力」を選択した場合、
図１１（Ａ）の右図のように第１の表示部１００３ａにはキーボード１００５が表示され
る。これにより、従来の情報端末と同様に、キー入力による素早い文字入力などが可能と
なる。
【０１８３】
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また、図１１（Ａ）に示す携帯型の情報端末は、図１１（Ａ）の右図のように、第１の表
示部１００３ａを備える筐体１００１と、第２の表示部１００３ｂを備える筐体１００２
を分離することができる。このため、必要に応じて筐体１００１のみ、または筐体１００
２のみを取り外して、より軽量な携帯型の情報端末として用いることができる。
【０１８４】
図１１（Ａ）に示す携帯型の情報端末は、様々な情報（静止画、動画、テキスト画像など
）を表示する機能、カレンダー、日付又は時刻などを表示部に表示する機能、表示部に表
示した情報を操作又は編集する機能、様々なソフトウェア（プログラム）によって処理を
制御する機能、等を有することができる。また、筐体の裏面や側面に、外部接続用端子（
イヤホン端子、ＵＳＢ端子など）、記録媒体挿入部などを備える構成としてもよい。
【０１８５】
また、図１１（Ａ）に示す携帯型の情報端末は、無線で情報を送受信できる構成としても
よい。無線により、電子書籍サーバから、所望の書籍データなどを購入し、ダウンロード
する構成とすることも可能である。
【０１８６】
さらに、図１１（Ａ）に示す筐体１００２にアンテナやマイク機能や無線機能を持たせ、
携帯電話として用いてもよい。
【０１８７】
図１１（Ｂ）は、画像表示装置の一形態を示している。図１１（Ｂ）に示す画像表示装置
は、タッチ入力機能を備えた表示部１１０１を有しており、表示部１１０１は窓ガラスと
して機能している。本明細書に開示する酸化物半導体素子を用いて作製した画像表示装置
は、外部の光景が目視可能となるだけの十分な可視光透過率（例えば、５０％以上の可視
光透過率）を有して形成できる。このため、例えば図１１（Ｂ）の左図のように、表示部
１１０１は通常状態では窓ガラスとして機能しているが、表示部１１０１の表面に触れる
ことにより、図１１（Ｂ）の右図のように、必要な情報を表示部１１０１に表示すること
ができる。
【０１８８】
また、表示部１１０１の一部に無線で情報を送受信できる機構を設けてもよい。例えば、
圧電振動子１１０２を表示部１１０１の一部に設置し、表示部１１０１に設けられた無線
機構により音信号を圧電振動子１１０２に送信し、圧電振動子１１０２に備えられた無線
機構により音信号を受信することにより、表示部１１０１を振動させて安定した大きさの
音を周囲にまんべんなく放射することができる。
【０１８９】
図１１（Ｃ）は、ゴーグル型ディスプレイ（ヘッドマウントディスプレイ）の一形態を示
している。図１１（Ｃ）に示すゴーグル型ディスプレイは、眼鏡本体部１２０１に左目用
パネル１２０２ａ、右目用パネル１２０２ｂ及び画像表示ボタン１２０３が設けられてい
る。本明細書に開示する酸化物半導体素子を用いて作製した左目用パネル１２０２ａ及び
右目用パネル１２０２ｂは、外部の光景が目視可能となるだけの十分な可視光透過率（例
えば、５０％以上の可視光透過率）を有しているため、通常時は図１１（Ｃ）の左下図の
ように、使用者は通常の眼鏡と同様に周囲の風景を見ることができる。また、使用者が必
要な情報を得たい場合に画像表示ボタン１２０３を押すことにより、図１１（Ｃ）の右下
図のように、左目用パネル１２０２ａ、右目用パネル１２０２ｂの一方又は両方に画像が
表示される。
【０１９０】
以上、本実施の形態に示す構成、方法などは、他の実施の形態に示す構成、方法などと適
宜組み合わせて用いることができる。
【符号の説明】
【０１９１】
１００　　　　基板
１０２　　　　絶縁層
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１０４　　　　第１の酸化物半導体膜
１０４ａ　　　第１の酸化物半導体膜
１０６　　　　第２の酸化物半導体膜
１０６ａ　　　第２の酸化物半導体膜
１０８　　　　酸化物半導体層
１１０　　　　導電層
１１０ａ　　　ソース電極層
１１０ｂ　　　ドレイン電極層
１１２　　　　ゲート絶縁層
１１４　　　　ゲート電極
１１６　　　　第１の層間絶縁層
１１８　　　　第２の層間絶縁層
１２０　　　　トランジスタ
４０５　　　　不純物添加処理
５０５　　　　不純物添加処理
４２０　　　　トランジスタ
７０４ａ　　　第１の酸化物半導体膜
７０６ａ　　　第２の酸化物半導体膜
７０５　　　　不純物添加処理
７０７　　　　低抵抗領域
７０８　　　　酸化物半導体層
７０９　　　　開口部
７２０　　　　トランジスタ
１００１　　　筐体
１００２　　　筐体
１００３ａ　　第１の表示部
１００３ｂ　　第２の表示部
１００４　　　選択ボタン
１００５　　　キーボード
１１０１　　　表示部
１１０２　　　圧電振動子
１２０１　　　眼鏡本体部
１２０２ａ　　左目用パネル
１２０２ｂ　　右目用パネル
１２０３　　　画像表示ボタン



(27) JP 6174737 B2 2017.8.2

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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